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法第４２条（道路の定義） 
 

 第２項 

 

 崖地、川、線路敷地その他これらに類するものについて 

 

 

(1)  ただし書き中の「崖地」とは、道からの高さ又は道までの高さが２ｍを超える崖とし、擁壁を含む。 

   一方後退の方法は、下図のとおりとする。 

 

 

(2)  ただし書き中の「川」とは、幅が１．８ｍ以上の、河川法に基づく河川（準用河川を含む。）及び公

共の用に供する水路で公的な管理に属するもの（吉野川分水等を含む。）とする。 

    一方後退の方法は、下図のとおりとする。 

 

 

 

 

(3) 同項に規定する道の両側に同項ただし書き中の「崖地、川、線路敷地その他これらに類するもの」 

   が存する場合、当該道の中心からの水平距離が２ｍの線をその道路の境界線とみなす。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４４条（道路内の建築制限） 

 

 令第１４５条（道路内に建築することができる建築物に関する基準等） 

 

 アーケードに面して建築する場合の留意事項について 

 

 

 アーケードに面して建築する場合、次の各号に適合すること。 

 

(1) 道路の一側又は両側に設けるアーケードに面した建築物の場合 

 ① アーケードに面する建築物（以下「側面建築物」という。）のうち防火上主要な位置にある外壁及

び軒裏（側面建築物の道路に面する面のほか、街区の防火区画的な意味で必要と認められる側面建築

物の隣地境界線に面する面の一部も含む）を、防火構造とすること。 

 ② 側面建築物が木造である場合、アーケードを支持する柱等を支持しないこと。 

 ③ 窓等は、避難の妨げとなるアーケードを支持する柱等がない位置に設置すること。 

 

(2) 道路の全面又は大部分をおおうアーケードに面した側面建築物の場合 

  (1)の②、③に適合する外、側面建築物の延焼のおそれのある部分にある外壁及び軒裏は、防火構造 

 とし、かつ、それらの部分にある開口部には令第１０９条に規定する防火設備を設けること。なお、こ

の場合敷地とアーケードを設置する道路との境界線は隣地境界線とみなす。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 

 用途地域の規定における床面積の制限について 

 

 

 法別表第二において各用途に供する部分の床面積の制限が示されている場合、当該床面積の制限は同一

敷地内における建築物の当該用途に供される部分の床面積の合計に対して適用される。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 

 商品である自動車を展示する建築物の用途について 

 

 

 商品である自動車を展示する建築物は、自動車車庫に該当しない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 

 屋外で物品を販売し、これらの事務を処理するための建築物について 

 

 

 屋外で物品を販売し、同一敷地内にこれらの事務を処理するための建築物がある場合、当該建築物の用

途は「物品販売業を営む店舗」に該当する。 

 また、「物品販売業を営む店舗」の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の床面積とする。 

 

 

＜例示＞ 

 植木等を屋外で販売し、同一敷地内にこれらの事務を処理するための建築物がある場合、当該建築物は

「物品販売業を営む店舗」に該当する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 
 

 別表第二 

 

 工場について 

 

 

 工場に関する法第４８条の適用は、次のとおりとする。 

 

(1) 倉庫において仕分、包装、荷造等の作業を行う場合、当該作業を行う部分は工場に該当する。 

 

 (2) 廃品から新たに製品や原料を製造するリサイクル施設は工場に該当する。 

 

 (3) 工業学校、工業試験場、機械工養成所等の生産等を目的としない作業を行うものは工場に該当 

しない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 法別表第二、令第 130 条の 5 の 2 第 1 項第 3 号 

 

コインランドリーの作業場の範囲について 

 

 

 

 コインランドリーの作業場の範囲は、①～④とする。なお、待ち合いスペース（ハッチング部）は、間

仕切り壁等で区切られておらず区分が明確でない場合、コインランドリー利用者が実質的に作業する範囲

に着目し、実態に応じて判断する。 

 

① コインランドリー利用者が衣服をたたんだり、袋に詰めたりするスペース 

② 利用者が衣類洗濯機・乾燥機に衣類などを出し入れするスペース 

③ 衣類洗濯機・乾燥機の部分 

④ 施設管理者が衣類洗濯機・乾燥機の保守点検を行うスペース（バックヤード） 

   

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第２号 

 令第１３０条の３（第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅） 

 

 長屋住宅で店舗等を兼ねるものについて 

 

 

 長屋住宅は、用途規制上、住宅に該当するので、店舗等を兼ねるもので次の各号に該当するものは、別

表第２（い）項第２号に掲げる兼用住宅に該当する。 

 

(1) 建築物の延べ面積の２分の１以上を居住の用に供すること。 

(2) 非住宅の部分の用途に供する部分の床面積の合計が長屋建住宅全体で５０㎡以下であること。 

(3) 住宅の部分と非住宅の部分が構造的にも機能的にも一体となっていて用途的に分離しがたいもの。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第２号 

 令第１３０条の３（第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅）第２号 

 

 日用品の販売を主たる目的とする店舗について 

 

 

 花木、園芸用品等の店舗は、広域的なサ－ビスを目的とするものではなく、当該住宅地における近隣住

民サ－ビスを目的としたものであり、住環境を害する施設でないことなどから、「日用品の販売を主たる

目的とする店舗」に該当する。 

 ただし、屋外で大規模に花木等を展示販売する店舗は該当しない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第６号 

 

 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するものについて 

 

 

 「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」に該当するものは、住居のための施設

としての継続的入所施設、近隣住民に必要不可欠な通園施設であり、その具体例は以下のとおりである。 

 

(1) 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護 

  老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム 

 

(2) 児童福祉法に規定する保育所（無認可施設を含む。）、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、 

  障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設 

 

(3) 生活保護法に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設 

 

(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設 

 

(5) 更生保護事業法に規定する更生保護事業に係る施設 

 

(6) 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設及び福祉ホーム 

 

※上記は具体例であり、上記に記載の無い施設については、利用形態に応じた判断を行う 

  

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第７号 

 

「スーパー銭湯」の第１種低層住居専用地域内での立地について 

 

 

 次のいずれにも該当する場合は、立地できるものとする。 

 

(1) 公衆浴場法に基づく許可を受けていること。ただし、風営法による「個室付き浴場」は除く。  

 

(2) 公衆浴場に付属する施設（休憩・飲食・厨房・マッサージ・理髪等）全体の床面積は、５０㎡以下で

あること。  

 

(3) 銭湯の規模は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設であるとい

うことや、第１種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害する恐れがないものであることから

判断し適当であること。  

 

 

＜制定年月日＞平成２０年１２月 ４日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１項（第一種低層住居専用地域）、第２項（第二種低層住居専用地域）、別表第二（い）項第１０号 

 

 一戸建ての住宅に附属する農業のための納屋について 

 

 

 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における一戸建ての住宅に附属する農業のため

の納屋で次の各号に該当するものは、別表第二（い）項第１０号に該当する。 

 

(1) 主として収納の用途に供するものであること。 

 

(2) 納屋の床面積は、同一敷地内にある建築物の延べ面積の１／２、かつ、５０㎡を超えないこと。 

   なお、納屋の床面積には自動車車庫部分を含まないものとする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第５項（第一種住居地域）、別表第二（ほ）項第２号 

 

 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類する 

 ものについて 

 

 

 「その他これらに類するもの」には、ゲームセンターなど射幸心をそそるおそれのある営業を営む施設

が該当する。 

 

 

＜例示＞ 

 モーターボート競争法に規定する場外発売場 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 別表第二 

 令第１３０条の９（危険物の貯蔵又は処理に供する建築物）第１項 

 

 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物について 

 

 

(1) 令第１３０条の９第１項「数量」とは、当該危険物の貯蔵又は処理に供する建築物において取り扱う 

  危険物の瞬間における最大停滞量（貯蔵又は処理に供する建築物の中（機械、管を含む）に存置する 

 ことのできる危険物の最大数量）による。                                                  

(2) 液化プロパンガスは、令第１３０条の９第１項の表中の「液化ガス」に該当する。また、その詰替 

  え作業は処理に該当する。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第４８条（用途地域等） 

 

 第１１項（準工業地域）、別表第二（る）項第１号（７） 

 

 引火性溶剤を用いるゴム製品の製造について 

 

 

 「引火性溶剤を用いるゴム製品の製造」とは、引火性溶剤を用いてゴムそのものを溶かして製品を製造

することであり、接着用等に引火性溶剤を使用することではない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５２条（容積率） 

 

 第９項 

 令第１３５条の１８（容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値） 

 

 特定道路に接続する前面道路の幅員が変わる場合について 

 

 

 前面道路の幅員が変わる場合の法第５２条第９項の適用は次のとおりとする。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 

第９項の適用はない。 
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法第５２条（容積率） 

 

 第９項 

 令第１３５条の１８（容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値） 

 

 特定道路からの延長に応じて定める数値と当該数値を加える前面道路の幅員について 

 

 

 「法第５２条第９項の政令で定める数値（Ｗａ）」を算定する際の「前面道路の幅員（Ｗｒ）」と、当該

数値を加える「前面道路の幅員（Ｗｒ）」は同一である。 

 

 
 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５３条（建蔽率） 

  

 第３項第２号 

 昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号 第１号 

 昭和４９年４月８日付け奈良市告示第 ９５号 第１号 

 平成 ３年４年１日付け橿原市告示第 １７号 第１号 

 平成 ６年４月１日付け生駒市告示第 ５０号 第１号 

 

 

 内角１２０度の測定について 

 

 

街区の角にある敷地について、告示で指定した内角１２０度以下については、道路が屈曲する角（図１）

又は交わる角（図２）の道路中心線の内角を測定することとする。 

 

 

図１                     図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

［昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による建築面積に対する割合を緩和することができる敷地指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による建築面積の敷地面積に 

対する割合を緩和することができる敷地を次のように指定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［昭和４９年４月８日付け奈良市告示第９５号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［平成３年４月１日付け橿原市告示第１７号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 
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  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を次のとおり指定 

する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［平成６年４月１日付け生駒市告示第５０号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

 

＜制定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５３条（建蔽率） 

  

 第３項第２号 

 昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号 第２号 

 昭和４９年４月８日付け奈良市告示第 ９５号 第２号 

 平成 ３年４年１日付け橿原市告示第 １７号 第２号 

 平成 ６年４月１日付け生駒市告示第 ５０号 第２号 

 

 公園、広場、河川その他これらに類するものについて 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

  以下「公園等」という。）は、「公園、広場、河川その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に 

 属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み、道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉 

 野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の公園等として本規定を適用する。 

 

(3) 前面道路の反対側に公園等がある場合及び敷地が接する公園等の反対側に道路がある場合は、当該 

  道路は公園等に含まれるものとする。 

 

(4) 「前号に準ずると認められるもの」とは、第１号中の「道路」とあるのを「道路又は公園等」と読 

  み替えた場合に第１号の規定に適合するものをいう。 

 

 

＜参考＞ 

［昭和４２年１月６日付け奈良県告示第４０２号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による建築面積に対する割合を緩和することができる敷地指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による建築面積の敷地面積に 

対する割合を緩和することができる敷地を次のように指定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［昭和４９年４月８日付け奈良市告示第９５号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 
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［平成３年４月１日付け橿原市告示第１７号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を次のとおり指定 

する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

［平成６年４月１日付け生駒市告示第５０号］ 

 建築基準法第５３条第３項第２号の規定による敷地の指定 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号の規定による敷地を下記のとおり指 

定する。 

 １ 内角１２０度以下の二つの道路によってできた角敷地又は二つの間隔の平均が３０ｍ以下の当該道 

  路の間にある敷地で、その周辺の３分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員が 

  それぞれ４ｍ以上でその和が１０ｍ以上のもの 

 ２ 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５４条（第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離） 

 

 第１項 

 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面について 

 

 

 「建築物の外壁又はこれに代わる柱の面」は、下図の場合▲  ▼部分とする。 

 

                             （注）図にある敷地境界線のみから外壁の後退距離に対する制限を受けており、 

                                その他の敷地境界線からは、十分な距離が確保されているものとする。 

(1) 自動車車庫等の場合 

 

 

 

 (2) 玄関ポーチ等でその部分が１本柱又は袖壁のみでできている場合 
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(3) 出窓の場合 

 

 

 

 

 

 

(4) バルコニー、ベランダ、廊下又は階段で柱及び壁を有さない部分の場合 
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 (5) 附属の地下式の自動車車庫の場合 

   次の①～④のすべてに該当する附属の地下式の自動車車庫部分は、「建築物の外壁又はこれに代わる 

  柱の面」がないものとする。 

   なお、自動車車庫部分とそれ以外の部分の相互の位置関係は問わない。 

 

①  床面から地盤面（当該部分の周囲が地盤に接する位置又は独立した建築物であると想定したとき 

地盤に接すると想定される位置の平均の高さにおける水平面をいう。）までの高さが、その天井の

高さの１／３以上あるもの。 

②  床面積が５０㎡以下であるもの。 

③  自動車車庫部分とそれ以外の部分が屋内的につながっていないもの。 

④   隣地境界線に面した外壁の後退距離の限度に満たない距離に、当該隣地境界線に面した開口部が 

無いもの。 

 

 

   ＜④の適合例＞ 

 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５４条（第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離） 

 

 第１項 

 令第１３５条の２２（第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和） 

 

 外壁の後退距離に対する制限の緩和について 

 

 

(1) 第１号中の「長さの合計３ｍ以下」の長さ（Ｌ）は下図により測定する。 

 

 

 

(2) 第２号中の「物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、床面積の合計

が５㎡以内であること」の部分は下図のとおりである。 
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 〔注釈〕 

    1)「物置その他これに類する用途」は、自動車車庫、自転車置場、家畜等の小屋等とする。 

    2)「下屋」とは本屋から差しかけてつくり出した小屋根の部分で、本屋との空間が別であり、本屋の外部からのみ使用  

      可能とした構造であること。 

    3)玄関ポーチ、テラス等は、その用途が物置でないので、第２号による緩和の適用を受けることができない。 

 

(3) 第１号及び第２号の緩和は、両方同時に適用することができる。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞令和 ８年 ２月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 



奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 69 - 

法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 

 後退距離の算定について 

 

 

 「後退距離」は、建築物（地盤面下の部分及び令第１３０条の１２で定める部分を除く。）から前面道

路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいい、壁、柱、軒、庇、バルコニー、出窓、屋外階段等も

含めた建築物全体のうち道路に最も近い点で、前面道路ごとに敷地単位で算定する。 

 なお、同様に令第１３０条の１２第１号ハに規定する道路からの１ｍ後退についても同様の点で算定す

る。 

 

 

＜例示＞ 

(1) 前面道路が２本ある場合 

   図１の場合、前面道路Ａに対する後退距離はａ、前面道路Ｂに対する後退距離はｂとなる。 

 
 

(2) 前面道路の幅員が異なる場合 

   図２、図３の場合、前面道路がＡ、Ｂ２本あるものとみなしたとき、前面道路Ａに対する後退距離 

 はａ、前面道路Ｂに対する後退距離はｂとなる。 
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 (3) 路線状の敷地等の場合 

    図４の場合、敷地全体について道路斜線を適用するときの前面道路に対する後退距離はａとなる。 

   隣地斜線を適用するときの、道路斜線を適用する部分についての後退距離はｂとなる。 

   図５の場合、前面道路に対する後退距離はａとなる。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例） 

 

 前面道路の路面に勾配がある場合の高さの算定方法について 

 

 

 第１号イの軒高さ２.３ｍ以下、第２号の高さが５ｍ以下、第６号高さが１.２ｍ以下の各高さについて、

前面道路の路面に勾配がある場合の算定は、下図のようになる。 

 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項  

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第１号 

 

 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分について 

 

 

 「物置その他これに類する用途に供する建築物の部分」は、自転車置場、自動車車庫、機械室、プロパ

ン庫等とする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第１号 

 

 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さ 

 で除した数値等について 

 

 
 「敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さ」は、次による。 

 

(1) 前面道路が屈曲している場合は、道路に接する敷地の両端間の距離とする。 

 
 

 (2) 前面道路が２以上ある又は屈折している場合で、当該道路が交差し又は屈折する箇所に隅切りが設

けられているときは、当該部分を含むものとする。 

 

 
(3) 前面道路と敷地の間の一部に当該敷地以外の部分がある場合は、当該部分は除くものとする。 

 
 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項  

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第２号 

 

 ポーチその他これに類する建築物の部分について 

 

 

 「ポーチその他これに類する建築物の部分」とは、建築物の玄関等に設けられるもので壁等に囲まれて

いないものをいい、車寄せ等は含まれるが、玄関以外に設けられる通常の庇等は含まれない。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項、第４項  

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第３号 

 

 網状その他これに類する形状について 

 

 

 「網状その他これに類する形状」とは、金網で造られているなど採光、通風等の道路上の環境に支障が

ないものをいう。 

 

 

＜例示＞ 

 下図のように１.２ｍを超える部分の一部がコンクリートブロック等で造られている場合、当該部分は

「網状その他これに類する形状」に該当しない。 
                                                                

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第２項 

 令第１３０条の１２（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例）第６号 

 

 掘込車庫について 

 

 

 掘込車庫が地盤面下にある場合（図１）及び前面道路の路面の中心からの高さが１.２ｍ以下である場合

（図２）は、「建築物の部分で高さが１.２ｍ以下のもの」に該当する。 

 

 
 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 
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法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第６項 

 令第１３４条（前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合）第１項  

 

 公園、広場、水面その他これらに類するものについて 

 

 前面道路をはさんで高架の道路又は線路敷がある場合の前面道路の路面の高さ及び反対側の境界線 

について 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

 以下「公園等」という。）は、「公園、広場、水面その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園及び緑地で公的な管理に 

属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の公園等として本規定を適用する。 

 

(3) 前面道路をはさんで高架の道路又は線路敷（以下「高架の道路等」という。）がある場合の前面道路 

  の路面の高さ及び反対側の境界線については、下図のとおりとする。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

＜改定年月日＞平成２７年 ６月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 



   

奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 78 - 

法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第６項 

 令第１３５条の３（隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和）第１項第１号 

 

 公園（都市公園法施行令（昭和３１年制令第２９０号）第２条第１項第１号に規定する都市公園 

 を除く。）、広場、水面その他これらに類するものについて 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

  以下「公園等」という。）は、「公園（都市公園法施行令（昭和３１年制令第２９０号）第２条第１ 

  項第１号に規定する都市公園を除く。）、広場、水面その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 都市計画法（開発許可によるものを含む。）又は都市公園法に基づく公園（昭和３１年制令第 

  ２９０号）第２条第１項第１号に規定する都市公園を除く。）及び緑地で公的な管理に属するもの 

 ② 公共の用に供する広場で公的な管理に属するもの 

 ③ 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ④ 公共の用に供する道（緑道を含み道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ⑤ 里道 

 ⑥ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

  

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の公園等として本規定を適用する。 

 

 

＜制定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 



奈良県建築基準法の手引き（令和 7 年度版） - 79 - 

法第５６条（建築物の各部分の高さ） 

 

 第６項 

 令第１３５号の４（北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和）第１項第１号 

 

 水面、線路敷その他これらに類するものについて 

 

 

(1) 次に掲げるもの（当該部分の境界線に近接して建築物又は建築物を建築する計画がない部分に限る。 

 以下「水面等」という。）は、「水面、線路敷その他これらに類するもの」に該当する。 

 ① 河川法に基づく河川（準用河川を含む。） 

 ② 公共の用に供する道（緑道を含み道路を除く。）、水路及び管路敷で公的な管理に属するもの（吉

野川分水等を含む。） 

 ③ 里道 

 ④ 線路敷（駅舎等の建物の部分及び高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫等の部分を除く。） 

 

(2) (1)に掲げるものが並列してある場合は、これらを一の水面等として本規定を適用する。 

 

(3) 隣地境界線に接する水面等の反対側に道路がある場合は、その隣地境界線は、当該道路の反対側に 

  あるものとみなす。 

 

 

＜改定年月日＞平成１５年 ５月 １日 

 

 

※詳細等については、各特定行政庁にお問い合わせください。 

 


